
●情報伝達、警戒避難体制の整備が図られます
●警戒避難に関する事項の住民への周知が図られます

●特定の開発行為が許可制になります
　対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為
●建築物の構造が規制されます（都市計画区域外も建築確認の対象）
●土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告
●勧告による移転者への融資制度があります

土砂災害防止法に基づく区域指定説明会開催のお知らせ

問い合わせ先

　市役所土木課（☎㉓5111内線376）

　上北地域県民局地域整備部河川砂防管理課
　（☎㉒8111内線262）

　県では、土砂災害のおそれのある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備、住宅などの新規立
地の抑制、既存住宅の移転促進などのソフト対策の推進を目的として標記に係る区域を県下全域を対象に順次指定します。
　十和田市の指定予定の対象区域について、次の日程で説明会を開催しますので、多数のご参加をお願いします。

開催日時 開催会場

２月14日㈭ 18：00 沢田悠学館

２月15日㈮ 10：00 市民の家（焼山）

２月15日㈮ 14：00 宇樽部集会所

２月15日㈮ 18：00 十和田湖支所

２月19日㈫ 18：00 深持ふれあいセンター

２月20日㈬ 18：00 洞内和徳館（旧洞内公民館）

２月21日㈭ 18：00 米田地区集落総合センター

２月22日㈮ 18：00 南公民館
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